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地域再生のため
に地元企業優先
措置に支援措置
が必要

建設業問題・不良債権問題・水道
の民営化等については全国共通の
問題であります。今回の提案は一
種の呼び水政策の様なものですか
ら、地域再生本部に対してのお願
いは問題点を専門家と各省庁の担
当者で検討して頂き、地域によっ
て異なる条件に対してもアドバイ
スできる体制を作って頂きたいと
思います。そして全国につながる
ビジネスモデルになればと考えま
す。　　今回一つだけ上げますの
は水道の民営化を実行するに当
り、地元優先でやる場合に公正取
引委員会に事前相談が必要である
かの問題です。
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今回の提案は水道の民営化についての検討
をしておりますが、その中で地域経済活性
化のためには地元企業優先での枠組みを考
えております。市場経済と自由競争社会は
当然理解しておりますが、地域住民の幸福
のためには、地元優先が妥当であり、それ
が公正取引委員会から認めてもらえる様な
支援が頂ければ、円滑に行く事は間違いあ
りません。

今回の提案の前提としては法の
順守とガラス張り経営を実行し
ますし、徹底的なコストダウン
を図り住民に対しての安全確保
と低料金化を実行します。　地
元優先が認められませんと、地
元のライフラインは地元で守る
原則がくずれますし、今の地域
経済状況を考えますと、ある程
度の支援がないと地域再生は難
しいのが現実です。

　市場における事業者の
公正かつ自由な競争を実
現するためには，事業者
が自由な競争を妨げるこ
とや不公正な手段を用い
て競争することを禁止す
る必要があり，自由経済
社会の下で事業活動を行
う上で事業者が守るべき
基本ルールを定めた法律
が，独占禁止法である。
　独占禁止法では，私的
独占，不当な取引制限，
不公正な取引方法等の行
為を禁止している。

該当
なし

　提案は検討段階であ
り，提案における「地元
企業優先の枠組み」につ
いて事業活動としての具
体的内容が示されていな
いため，判断を下せるも
のではない。
　なお，地域再生実現の
ためには，地域再生を行
うための環境整備を行う
必要があるところ，公正
取引委員会は，独占禁止
法の運用と競争政策の積
極的推進により，地域経
済においても事業者が公
正かつ自由な競争を行う
ことができるための市場
環境の整備に努めている
ところであり，過度の地
元優先発注により，競争
を阻害することとなる場
合は，地域経済の活性化
の観点からも適切ではな
いと考える。
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